
〇消化ガス発電利用

〇汚泥固形燃料化

〇汚泥の肥料利用

〇施設増設（木津川流域、呑龍等）

〇改築更新、耐震化・耐水化

毎年平均84億円程度の投資が必要

投資計画

〇府内市町も含めた効率的な事業運営
（コスト縮減、執行体制の確保）

〇汚泥処理の広域化・共同化

〇雨天時浸入水対策
〇新技術導入、DXの推進
〇省エネルギー対策、GXの推進
〇執行体制・技術力確保（民間活用含む）

〇投資計画を反映した財政計画策定

〇物価上昇の財政計画への反映

財政計画
汚泥の有効利用

広域化・共同化

〇市町負担金等の算定方法見直し
〇資本費負担のあり方
〇運営資金の確保

今後の取組方針
その他の取組

持続的経営に向けた取組投資財政計画の見直し

基本理念「都市の発展と住民生活を支える持続的な京都の下水道」の実現
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経営戦略中間見直しの概要 ～全体像～



◆ 将来人口予測と大規模開発

◆ 建設費と維持管理費の推移

◆ 施設の老朽化の進行

 埼玉県八潮市において、下水道管渠
の破損が原因と思しき道路陥没事故
が発生（R7.1）

 この事故を受けて設置された国検討
委員会の提言を踏まえ、今後適切な
対応が必要

◆ 激甚化する災害への対応

 能登半島地震（R6.1）において上下
水道の急所施設が被災したことで、
上下水道システムの復旧に長期を要
した

 これを踏まえ、府では京都府上下水
道耐震化計画を策定し、この計画に
基づき、急所施設の耐震化を計画的
に推進

◆ 下水道資源の有効利用

◆ 執行体制の状況

経営戦略中間見直しの概要 ～投資関係～

下水道を取り巻く情勢

◆ 施設増設

宇治田原町の木津川流域下
水道への編入に係る施設整
備の追加

◆ 雨水対策

呑龍トンネル事業再評価
（投資総額・スケジュール
の見直し）

◆ 耐震化・耐水化

京都府上下水道耐震化計画
に基づく耐震補強等の追加

◆ 改築更新（老朽化対策）

管路施設の改築の充実

施設のリスクを悪化させな
い範囲で改築工事の実施時
期を調整

投資計画を構成する主要事業

◆ 広域化・共同化の推進

◆ 汚泥の有効利用

◆ その他の取組
 雨天時浸入水対策
 施設のダウンサイジング
 新技術の導入・DXの推進
 省エネ対策・GXの推進

 民間事業者等の活用
 執行体制・技術力の確保
 戦略的な広報活動の推進

持続的経営に向けた取組

主要事業の内容変更により投資計画を見直し

情勢の変化を踏まえ取組内容を一部変更
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計画期間内(今後5年間)の見通し

投資計画の見直し
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〇現行計画の投資計画では、令和８～12年度の年間平均投資額を約79億円と見込んで
いたが、事業進捗や社会情勢の変化を踏まえて年間平均約84億円に改定

〇大規模事業の完成に伴って施設増設の投資額は減少する一方で、老朽化・地震対策
等に重点的に取り組むため改築更新費は増加

実績額（予算ベースの事業費）

南幹線、呑龍ポンプ場、調整池整備
洛南TP水処理施設E系列増設

洛南TP水処理施設E系列増設関連施設整備
木津川東部幹線整備

未設置の接続施設整備

SM計画に基づく改築更新

改築更新に併せた耐震補強、京都府上下水道耐震化計画に基づく耐震補強

地震対策・
耐水化

改築
更新

【百万円】
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改築更新 施設増設 雨水対策

【現行】

施設
増設

雨水
対策

Ave:7,949百万円
Ave:8,437百万円

投資上限額：8,200百万円

総計

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
改築更新 2,053 1,231 1,313 1,676 3,173 4,113 5,029 6,455 7,482 6,682 39,207

地震対策・耐水化 14 286 517 1,173 983 1,683 720 928 600 1,372 8,276
施設増設 4,178 1,743 1,217 1,089 1,239 842 1,371 856 862 791 14,188

雨水対策 422 2,666 2,496 1,547 620 1,217 1,184 10,152

総計 6,667 5,926 5,544 5,486 6,015 7,855 8,304 8,239 8,944 8,845 71,824

【見直し】



※   R13以降5年間の見込についても示していますが、物価動向等が見込めないことから、令和12年度見込額を元に水量見込のみを反映して試算 4

今後の維持管理費の見通し

※ 職員給与費除く

〇維持管理費は、令和３年度以降諸物価の高騰や労務単価の上昇により増加

〇今後も諸物価高騰や労務費単価上昇による運転管理委託料や動力費・薬品費等の増が見
込まれることから令和12年度には約73億円の維持管理費が必要となる見込み

＜流域内訳＞ （単位：百万円）
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

桂川右岸 2,221 2,470 2,489 2,563 2,573 2,622 2,671 2,722 2,770 2,822 2,817 2,814 2,807 2,802 2,797
木津川 2,148 2,107 2,181 2,162 2,388 2,438 2,490 2,545 2,596 2,650 2,645 2,642 2,633 2,627 2,621
宮津湾 568 596 571 570 632 645 657 671 681 692 689 687 684 681 678

木津川上流 709 795 829 874 907 926 945 964 983 1,003 1,003 1,004 1,004 1,004 1,004
雨水 38 47 53 99 109 111 114 116 118 121 121 121 121 121 121
合計 5,684 6,015 6,123 6,268 6,609 6,742 6,877 7,018 7,148 7,288 7,275 7,268 7,249 7,235 7,221



（単位：百万円）

R7 R8 R9 R10 R11 R12

収益的収入 13,845 14,167 14,424 14,683 15,019 15,374

営業収益 7,045 7,147 7,272 7,414 7,549 7,682

維持管理負担金 7,003 7,104 7,228 7,370 7,504 7,636

その他収益 42 43 44 44 45 46

営業外収益 6,800 7,020 7,152 7,269 7,470 7,692

他会計補助金 1,397 1,508 1,590 1,672 1,779 1,901

長期前受金戻入 5,400 5,509 5,558 5,593 5,687 5,787

雑収益 3 3 4 4 4 4

収益的支出 13,845 14,167 14,424 14,683 15,019 15,374

営業費用 13,529 13,841 14,075 14,307 14,584 14,874

職員給与費 247 253 261 269 277 286

維持管理費 6,609 6,742 6,877 7,018 7,148 7,288

減価償却費 6,535 6,708 6,799 6,882 7,021 7,162

資産減耗費 138 138 138 138 138 138

営業外費用 316 326 349 376 435 500

支払利息等 282 291 313 340 398 463

その他支出 34 35 36 36 37 37

0 0 0 0 0 0損　益

財政計画（収益的収支の見通し）

・投資計画と維持管理計画を踏まえた今後5年間の収益的収支の見通しは次のとおりです。なお、市町負
担金等の算定方法の見直しについては、導入時期が見込めないことから、財政収支見通しには反映して
いません。

・維持管理負担金については、実績額に応じて精算しており、また資本費に係る他会計補助金（一般会計
繰入金）については減価償却費・資産減耗費（長期前受金戻入を除く）の額で計上することから収益的
収支は均衡する見込です。

収支は均衡
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① 資本費に係る市町負担金の減価償却費ベースへの見直し

② 建設費に係る市町負担金の見直し

財政関係の今後の取組方針

１．市町負担金等の算定方法の見直し

３．資本費負担のあり方

２．運営資金の確保

資本費に係る市町負担金は、官公庁会計方式の企業債償還金ベースで算定していますが、公営企業会計の
費用配分の原則である減価償却費ベースによる算定への見直しを検討します。

府が発行した企業債の元利償還金（資本費）のうち地方交付税措置を除いた実質的な地方負担分について、

府と市町で負担割合を定めていますが、「汚水私費の原則」に基づき、これまでから府と市町で協議の上、

負担割合を見直してきたところです。今後も、これまでの経緯や流域毎の状況も十分に踏まえ、府と市町

で丁寧な議論を行いながら段階的に見直します。

資金需要に応じた柔軟な資金管理を継続します。今後、運営資金に不足が生じて事業運営に支障を来たす見

込みとなった場合には、市町負担金の算定見直しも含めて検討します。なお、資金の目標は定めません。

将来的な導入を目指して引き続き検討

建設費に係る市町負担金（建設負担金）については、国庫補助金を除く建設費の1/2を市町の起債により
負担していますが、府が流域下水道の資産を所有していることを踏まえるとともに、より有利な地方交付
税措置※を受けるために地方負担分の全額を府が起債し、後年度に資本費に係る市町負担金として負担す
る方式への見直しを検討します。

※ 府起債の方が市町起債よりも元利償還金に係る地方交付税措置率が高いため

引き続き実施

引き続き実施
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